
 

令和４年度 第１０回高田区地域協議会 

次 第 
 

（会  議）日時：令和４年１１月２１日（月）午後６時３０分 

会場：福祉交流プラザ 第１会議室 

 

１ 開会                                  

                                    

  

２ 議題等の確認                               

 

 

 ３ 報告 

（１）諮問事項 新市建設計画の変更について（通知）   

 

 

 ４ 議題 

（１）地域活性化の方向性について 

 

（２）令和４年度地域協議会の活動計画について  

 

 

５ 事務連絡                                

 

 

６ 閉会                                  

 

 

 

 

 

 

【次回全体会   １２月１９日（月）午後６時３０分～：福祉交流プラザ】 

 

【次々回全体会   １月２３日（月）午後６時３０分～：福祉交流プラザ】 
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（仮称）地域独自の予算の取扱いに関する補足事項 

※以下、本稿では便宜上、（仮称）を省略して表記する。 

 

１ 対象とする取組 

 ① 地域資源を活用した新たな収入源や雇用の創出等につながる取組 

 ② 地域での暮らしやすさにつながる助け合い等の取組 

 ※ 複数の地域自治区にわたる取組も対象とする。 

 

２ 費 目 

地域独自の予算では、地域の団体のほか市が実施主体となることも想定しているため、

取組の内容に応じた費目に予算を計上する。 

① 地域の団体等が実施主体となる場合 

例：Ⅰ．負担金、補助及び交付金 

地域の団体が主体的に取り組む内容に対する補助等 

＜補助金に関する経過措置の考え方＞ 

令和元年度から 4 年度まで地域活動支援事業を活用してきた取組のうち、地域独自の

予算で対象とする取組に該当する取組は、活動継続の観点から、経過措置として直近で

採択された際の補助率を据え置いて、補助率の上限を 10/10とし、8年度までに段階的に

毎年度１/10ずつ上限を見直す。 

○ 経過措置の考え方                  （単位：補助率の上限） 

年 度 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

例 1:毎年実施 

10/10補助 
10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 9/10 8/10 7/10 

例 2:毎年実施 

8/10補助 
- - 10/10 9/10 8/10 8/10 8/10 8/10 7/10 

例 3:隔年実施 

10/10補助 
- - 10/10 - 10/10 - 9/10 - 7/10 

例 4:事業再開 

10/10補助 
10/10 10/10 - - - 10/10 9/10 8/10 7/10 

例 5:事業再開 

7/10補助 
7/10 - - - - 7/10 7/10 7/10 7/10 

 <――――地域活動支援事業――――> <―――地域独自の予算―――> 

   <―対象とする案件の期間―>     

② 市が実施主体となる場合 

例：Ⅰ．報償費、旅費 

市が講演会や研修を主催する場合の講師への謝金や交通費相当額の支出等 

Ⅱ．需用費 

パンフレットの作成に係る印刷製本費等 

Ⅲ．委託料 

地域での取組の内容や経過、今後の見通しなどを踏まえて、市の事業として 

の実施が適切である取組の実施を外部委託する経費等 
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Ⅳ．原材料費 

地域の団体との協働により取り組む内容に必要な資材の提供等・・・など 

   ※ 市が実施主体となる取組に係る経費は、全額、市で予算措置する。 

 

３ 対象外となる経費 

・ 6ページ「『（仮称）地域独自の予算』の概要（案）」の「対象としない取組」に該当

する経費 

① 新たな公共施設や市道などのインフラ整備 

② 単なる備品の購入・設備の設置など、地域の活動が伴わない取組 

③ 公共施設の建設や修繕、新たな土地利用・行政サービス等を市に求めるために行う

取組 

④ 地域の住民や団体へ現金・金券などを配る・貸す取組 

⑤ 政治活動・宗教活動を目的とする取組 

⑥ 公序良俗に反する取組  など 

・ 市の補助金に関する基本方針で、対象外とする経費（事業費補助の場合） 

① 交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費等及び社会通念上、公金での支出が適切でない

経費 

② 専ら補助対象団体の運営費に充てられる経費（団体運営経費） 

 

４ 予算措置が困難と考えられる事業（経費）の目安 

「３ 対象外となる経費」に記載の対象外経費のほか、地域独自の予算の目的や公費支

出の適正化の観点から、地域の取組が伴うものであっても予算措置が困難と考えられる事

業（経費）の目安を下表に例示する。 

○ 予算措置が困難と考えられる事業（経費）の目安 

目 安 想定される経費の一例 

「取組による直接的な受益者が提案団体

や提案団体に加盟する団体等の構成員又

は参加者」に限られる備品の購入、設備

の設置、備品・設備・施設の修繕等に係

る経費 

ユニフォームの購入は、原則対象外 

「取組による直接的な受益者が提案団体

や提案団体に加盟する団体等の構成員又

は参加者」に限られる教室や大会等の開

催・参加に係る経費 

団体の構成員に実質的に限られた音楽教

室、歌声喫茶、スポーツ教室・大会、体

操教室、料理教室、パソコン教室などの

趣味・教養の教室や大会等の開催・参加

に係る経費、専ら部活動での使用を前提

とした楽器等の購入は、原則対象外 

主となる公益的な取組（ソフトの取組）

の実施に不可欠な経費以外の経費 

白線、停止線、グリーンラインの整備、

防犯灯ＬＥＤ化、防災倉庫設置等は、原

則対象外 
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目 安 想定される経費の一例 

主となる公益的な取組（ソフトの取組）

として期待する効果に直接つながるとは

言えない経費 

団体によるパソコン、印刷機などの事務

機器の貸出のための購入は、原則対象外 

市の方針と整合のない取組に係る経費 市が廃止した公の施設について、廃止前

と同等の活用を市として取り組むような

提案は対象外 

市からの（地域独自の予算によらない）

受託事業で委託料の積算に含んでいる経

費と重複する経費 

仕様や見積もりにより受託者が用意する

ものと明示している物品等は対象外 

 

５ 総合事務所等との連携 

① 関係課等の役割 

・ 取組内容の把握 

・ 取組に対する助言 

・ 取組内容の法的な観点からの支障の有無の確認 

・ 既存事業等との重複の確認 

・ 国県補助金等の財源の情報提供 など 

  ※ 取組の是非を判断するものではなく、上記のような視点で総合事務所等からの相談

などに対応する。 

② 自治・地域振興課（「地域独自の予算」の仕組みの所管課）の役割 

  ・ 総合事務所等からの各種相談に対応する。 

  ・ 取組の目的や内容が多岐にわたるなど、総合事務所等の相談等を行う先が決め難い

場合に調整する。 

  ・ 総合事務所等の各取組について、その必要性を踏まえて目的、実施内容、期待する

効果等が適切に企画されているかなど、制度の趣旨に合った取組かどうかを確認し、

必要に応じて助言する。 

※ 取組の是非を判断するものではなく、上記にように仕組みが効果的かつ円滑に機能

するよう取り組む。 
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